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1 はじめに

市町村において、ゴミの「分別収集」につ

いての手引き等は、しっかり編集したものが

作成され各戸に配付、周知が徹底している。

しかし、文書の「選別収集Jについては、役

場の職員ですら認知されておらず、意識が薄

いように感じられる。大切な公文書を扱って

いるのに、これでよいのだろうか。数々の文

書管理に関わる問題が社会問題として表出す

る中、「何かしなければならない」と考え、

手探りで取り組んだことについて報告した

し、。

2 群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議

会 (略称 :群文協)について

全史料協第34回(奈良)大会研修会の記録的

群文協の設立は、 1997年5月である。会則

第 2条の「公文書館法の趣旨に基づき、県及

び県内市町村が保管している公文書等及び地

域に伝存する古文書・記録類を歴史資料とし

て保存活用することに関して、会員相互の連

絡と協調を図り、もって行政の円滑な推進及

び地域文化の振興に寄与することを目的とす

る。jが目的である。他の同様な団体の多く

が市町村史編さん協議会を母体としている

が、当協議会は「公文書館法」及び「公文書

(等)の保存」を設立の趣旨として掲げてい

る。

会員は、 38市町村(12市16町10村)と県(文

書館)である。全て機関会員であり 、県内全

ての市町村が加盟している。それぞれ市町村

の窓口は、市町村長部局31、教育委員会 7で

ある。役員構成は会長(文書館長)、副会長

( 3市)、理事(5市村)、監事 (2村)であ

り、事務局は群馬県立文書館で担当している。

活動内容は、下記の通りである。

-総会・講演会(年 l回、 6月)

・公文書保存専門講座 (年 1回)

-公文書等保存施設視察研修会(年 l回)

・古文書保存活用研修会(年 l回)

-会報「ねっと群文協J発行(年 2回)

.調査研究

ただし、ここ 3年間は公文書保存に関する

研修会・講座を中心に開催している(例:古

文書保存活用研修会→文書保存管理研修

会)。 これは、合併による文書大量廃棄への

懸念と市町村文書保存管理適正化への支援の

ためである。

3 I公文書等選別収集基準ガイドライン(暫

定版)Jの策定

近年、各市町村における文書管理上の様々

な問題が生じている。例えば、「公文書保存

管理アンケートJ(18年度実施)や研修会等

における市町村の意見として次のようなもの

が見られる。

① (歴史的公文書の保存について)通達

等、知ってはいるが取り組みが進んで
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いない。

②保存文書の現状把握ができていない。

③ 書庫スペース、予算、人手がない。

④歴史的文書として何を保存すればよい

かわからない。選別するための基準が

欲しい。

⑤ 規定通りやっているから問題ない。

⑥ ファ イリングでしっかりやっている。

①~④は、取り組み上の具体的な問題点で

ある。⑤、⑤は、問題自体に気がついていな

い、意識が及んでいないことによる意見と考

えられる。そこには、(歴史的文書も含めた)

文書の保存管理が適正に行われていないとい

う実態が見られる。

公文書については従来、 「公用文書J(役所

の文書)と考えられ、大事なものは「永年j

保存、有期限文書は保存期限満了後廃棄して

整理整頓する ことが求められてきた。(すで

に、公文書館法はあるものの)公文書が歴史

資料として価値あるものであるとの認識が十

分なされてこなかったように思える。しかし、

現在、公文書は「公共文書J(住民共有の財

産)であるとの考え方が主流である。これは、

住民の権利としての情報公開制度が定着して

きたことによる。そして、行政の説明責任を

果たすために公文書を適切に保存管理するこ

とが重要視されている。また、自治体の行政

文書が文書群として文化財指定を受けるな

ど、歴史資料としての価値が見直され、重要

な公文書等の保存への動きが見られる。そこ

では、平成の市町村合併に紛れて、文書が大

量廃棄されることにより生じる恐れのある歴

史的空白を未然に防ぐ意味合いがある。

奇しくも昨年度 (2007年度)、群文協は設

立10周年を迎えた。会員市町村の実態と公文

書についての考え方の転換期が重なるに及

び、群文協10年の総括と今後の活動への布石

とするために、何かに取り組む必要がある こ

とを強く感じた。そこで群文協における「公

文書等選別収集基準ガイドライ ン」策定を事

業化したのである。

「公文書等選別収集基準ガイドラインj策

定にあたっては、市町村文書担当課職員12名

( 7市4町 l村)、市町村文化財担当職員 1

名(1市)、文書館職員 3名 (群文協事務局

員2名を含む)による 「選別収集基準検討委

員会jを組織した。 これは、 市町村文書実務

担当者自身が策定に関わることにより、より

具体的で実効性のある選別収集基準が定めら

れると考えたからである。

平成19年度の 「選別収集基準検討委員会J

活動内容としては、会議5回と原案検討チー

ムの準備会合を 1回開催し、その他情報・意

見交換を電子メ ールによ り行った。イ ンター

ネットを通じて手に入れられる他県 ・市町村

や他団体の選別収集基準や選別収集ガイドラ

イン等を基礎資料として用い、 県内市町村の

文書管理規程等も参考にしながら、内容の検

討を進めた。

実際に策定した 「公文書等選別収集基準ガ

イドライ ン(暫定版)Jの構成については以下

の通りである。

-利用にあたって

l 選別収集の基本的な考え方

2 公文書管理の流れと選別収集作業の手

順

3 選別収集作業における留意点

4 選別収集の目安

5 選別収集する文書の具体例

[参考資料]公文書館法(抜粋)

「利用にあたってjでは、昨今の社会情勢と

ガイドライン策定の経過について簡潔に文章

記載した。この 「ガイドラインJはあくまで

も「選別収集基準」のガイドラインであり 、

これをもとに各市町村で実態にあった 「選別

収集基準Jを検討 ・策定し、選別評価を実践

してもらうことが本当のねらいである。 11
選別収集の基本的な考え方jでは、どのよう

なものを選別収集して残すかの基本的な考え

方を 4点にま とめて記載した。12公文書管

理の流れと選別収集作業の手)11貢」では、文書

管理の流れと各段階での取り組むべき作業に



ついて模式図で表示した。公文書保存管理全

体の様子が概観できると共にそれぞれの段階

で行う作業や選別収集の手順についても

チェックすることができるよう配慮した。13

選別収集作業における留意点jでは、実際

の作業におけるガイドライン利用における留

意点を記載した。 14選別収集の目安Jでは、

基本的な選別収集の目安として「残すもの」、

「対象としないもの」を記載した。15選別

収集する文書の具体例」では、当初、文書分

類表等より実際の文書名を例示しようとした

が、市町村によって名前の付け方等が異なる

ため、文章により内容を記述した。【参考資

料]では、公文書保存の根拠となる法令とし

て「公文書館法J(抜粋)を掲載した。(目的)

(定義) (責務) (公文書館)に関する第 l ~

5条の部分である。

「ガイドライン」の策定 ・実施によって、

期待される効果(ねらい)としては、現在と

りあえず保存はなされているので、まず廃棄

の際のフィルター(選別収集基準)を作り、

廃棄される文書への対策をとりながら、管理

体制の全体的な見直しを図ることができるこ

と、策定されたガイドラインの周知により、

行政のあゆみ、政策の成立過程を示す行政文

書は、現用段階のみならず非現用段階となっ

ても歴史資料として高い価値を有することに

ついての認識が強化され、各市町村における

適正な文書保存管理への意識が高揚するこ

と、文書担当・文化財担当 ・歴史資料保存機

関・図書館等関連部署の連携による、より良

い文書保存体制の構築が始められること、積

極的な文書の保存管理により、市町村民共有

の財産である歴史資料がより確実に守られる

こと、そして行政の信頼性が向上すること、

「文書管理法(仮称)Jの制定に先駆けた各市

町村における文書保存管理体制の見直しが図

られること等が考えられる。

4 1選別評価」の試行導入について

平成20年度の試行にあたっては、 19年度文

書保存管理研修会 (20年3月末開催)、 20年
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度総会における導入説明会(5月末開催)、

選別評価導入についての趣旨説明 ・依頼文送

付 (6月中旬 :全市町村、文書担当課長宛通

知)、導入説明会に来られなかった市町村へ

の訪問説明・依頼 (6 月末~7 月初め:群文

協窓口職員に加え、文書担当課長に同席して

もらい、趣旨を説明)を行った。

また平成20年度「選別収集基準検討委員会」

を7月に組織し、検証作業も並行して開始し

た。基本的に昨年度の委員の方に再任を依頼

し活動を進めている。少ない会議回数のため、

昨年同様メール・ FAXによる意見交換、情

報提供を随時行っている。具体的な作業とし

ては、アンケート実施・分析による試行の検

証作業、ガイドラインの改訂、導入推進策の

ネ食言すである。

現時点で、事務局として把握している市町

村の試行状況としては、以下の事例が挙げら

れる。

l 吉岡町の取り組み

O 書庫清掃(平成20年2月) :書庫清掃

時に、「ガイドライン」の趣旨を踏まえ

て、文書選別及び廃棄。

o 1文書事務の手引き」改訂(平成19年度)

「歴史的文書の保存jを視野に入れた

「手引き」を作成。

2 高崎市の取り組み

O 選別作業への導入事例(平成20年 4

月 ~) :各支所における合併町村文書

の選別収集の実施。「ガイドライン(暫

定版)Jを参考に選別評価を行う 。

3 東吾妻町の取り組み

0 文書保存管理体制の見直し(平成20年

度中) :町の公文書管理全体についてコ

ンサルティング(会社)に依頼し、体制

の改善を図る。その際、「ガイドラインJ

も参考にしながら、歴史的公文書の保存

も含めた保存管理体制を目指す。

4 高山村の取り組み

O 選別収集の実施に向けた研修会(平成

20年度中予定) :公文書の保存管理体制
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の見直しに向けた研修会の実施。

このように直接的・間接的に「ガイドライ

ン」を活用した取り組みが見られるように

なった。なお、吉岡町・高崎市の取り組みに

ついては、事務局員も参加させてもらい状況

を把握、意見交換等も行ってきた。

また、 9月後半に実施した「公文書等の選

別収集に関するアンケートjでは、途中集計

であるが、「ガイドラインを用いた選別評価

の試行jについて、31市町村中 6市町村が「実

施」又は「実施の計画があるjと回答し、I今
年度実施には至らなかったが、検討をおこ

なったj市町村が22あった。「ガイドラインJ

の内容については、「わかりやすいJrどちら

かといえばわかりやすいjが17市町村の感想

であり、「ふつう」と回答した市町村は14、[ど

ちらかといえばわかりにくいJrわかりに く

いJはOであった。

5 まとめ一成果と課題一

このような経過で策定してきた群文協の市

町村「公文書等選別収集基準ガイドライン(暫

定版)Jであるが、実際の施行状況およびア

ンケート調査の結果を踏まえ、その成果と課

題を述べてみたい。

まず、成果としては、「ガイドライ ン」を

参照して、取り組みを開始したり、見直しを

したりする市町村が出てきたことが挙げられ

る。試行できた市町村はまだ割合として少な

いがそれで、も取り組みが見られるようになっ

たこ とは一歩前進できたと考えている。内容

的に市町村文書担当課職員の目で見て も、 実

践可能な内容での 「ガイドライ ン」の策定が

できたことも、今後の取り組みに期待が持て

るのではないだろうか。また、「ガイドライ

ン」策定により 、公文書保存管理に関 して共

通の土台(理解)に立って話ができるように

なったこ とも大きな成果と言えよう。

さらに、市町村同士及び市町村と県(文書

館)との対話拡大が図れたこ ともよかったと

考える。「ガイドラインjを策定することが

取り組みの主目的であったが、その過程での

意見交換や情報交換が非常に有意義なことで

あった。

次に今後の課題についてまとめておきた

い。市町村にはそれぞれの事情があるため、

「ガイドライン」の策定 ・試行依頼を行って

も、全部が全部取り組める訳ではないという

ことである。だからこそ、できることから取

り組んでも らえるような工夫を考える必要性

があるよう に思う。その際、「意識Jを 「行

動」に変えるための支援の在り方が大切であ

ろう。何をどのように支援すれば、高まって

きた意識を行動に変えることができるのか。

群文協としてのパックアップ体制の充実 ・工

夫を図っていきたいと考える。

「ガイドラインjの現状とのズレについて

も常に考えていく必要がある。今回の 「ガイ

ドラインJ策定は文書担当課職員を中心に作

成したとはいえ、あくまでもモデルケースで

ある。常に市町村職員との対話を軸として内

容改訂への取り組みを進めていくことも重要

であろう 。特に「保存する立場」と 「廃棄す

る立場jの認識の相違がまだ大きいように思

われるので、さ らに内容を具体化して分かり

やすくしたり 、事例紹介を行ったりする等、

サブ ・マニュアルの整備も必要である ように

思われる。

今後、作成から歴史資料に至るまでの一連

の流れを捉えた公文書管理 ・保存体制の構築

を目指していかねばならない。文書管理法(仮

称)の制定を契機として、文書管理規程の全

面改訂、 条例制定等の動きを期待する と同時

に働きかけも行っていく必要がある。そして

何より市町村主務課職員、主管課職員、行政

組織全体での意識改革が不可欠であると思う

ので、「ガイドライン」を媒体として働きか

ける等、できる ことから取り組んでいきたい

と考える。

6 おわりに

これらの取り組みを通して、今考えている

ことを最後に述べたい。



(その 1)歴史資料の保存について

「歴史資料j と言うと、「歴史研究に用い

られて、そうなる」というイメージカfあるよ

うに思う 。「歴史Jにとらわれてしまって、

公文書の持つ多様な価値が見えにくくなって

いる気がするのである。公文書保存について、

「歴史資料」を残すというよりは「住民にとっ

て大切なものjを残すという説明の方が、役

場職員には説得力があるのではないだろう

か。そしてその「住民にと って大切なもの」

が歴史研究にも使われるのである。「住民に

とって大切なものは何かJI住民にとって大

切なものをどのように残すか」を考えたとき

に、そのための「文書保存管理j、そして「選

別収集」であることがはっきりと見えてくる

ような気がするのである。

(その2)情報公開制度と公文書管理

情報公開制度は住民のための行政の説明責

任を果たすためのものであり、特別な管理が

なされている(公文書館等で保存管理がなさ

れ、閲覧公開が保証されているもの)以外は

その対象となり、そこには現用文書、非現用

文書の区別は無いのである。「公文書管理J
について、説明責任を果たすための根拠を適

正に管理することと考えれば、そこには住民

のニーズに沿った体制構築の必要性が白ずと

生じてくるのではないだろうか。

従来のような現用・非現用文書管理の分業

体制(少なくとも役場職員にはそのよ うな意

識が見られる)より脱却し、作成・保存管理 ・

公開 ・活用のトータルな流れを整備する こと

が重要となって くるように思われる。
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